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旧 新 
  

 

（用語の定義） 
第3条 この約款及び料金表においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 
用  語 用 語 の 意 味 

7．Sat-Qサービス HUB 設備と VSAT 地球局設備の間に当社が当社指定の人工衛星を介して設置

する電気通信回線を使用し、かつ、当社が他の電気通信事業者から提供を受け

る電気通信設備を通じてインターネット接続網に接続することにより通信を提供

する電気通信サービスで、VSAT 地球局設備への伝送方向及び他の伝送方向

についての最大伝送速度を当社が指定するものであり、以下に記載する事業者

に対して、画像、音声を中継するために提供するサービス 

・放送局 

・報道機関(新聞社、通信社等) 

・番組、イベント制作事業者 

・インターネット等の通信ネットワークを利用して画像音声配信をおこなう事業者 

（以下略） 
 
 
 

（利用申込の方法） 
第14条 利用申込にあたっては、次に掲げる事項を記載した当社所定のSat-Qサービス申込書を当社に提出していただきま

す。 
(1) VSAT地球局設備の数及び設置予定場所 
(2) Sat-Qサービスの利用開始希望日 
(3) その他利用申込の内容を特定するための事項 

 
（以下略） 
 
（利用申込の承諾） 
第17条 当社は、利用申し込みが第3条第7項に定める事業者からなされた場合には、利用申込に対して、利用申込を受け

付けた順序に従い、次に掲げる事項について記載した当社所定の利用契約書の取り交わし又はこれに準じる承諾書の発行

をもって承諾します。ただし、第32条（利用回線の利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、第

46条（利用回線の修理又は復旧の順位）の表に掲げる順位に従って承諾することがあります。 
 

(1) VSAT地球局設備の数及び設置場所 
(2) Sat-Qサービスの利用開始日 
(3) その他利用契約の内容を特定するための事項 

 
（以下略） 

 
 

（用語の定義） 
第3条 この約款及び料金表においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 
用  語 用 語 の 意 味 

7．Sat-Qサービス HUB 設備と VSAT 地球局設備の間に当社が当社指定の人工衛星を介して設置

する電気通信回線を使用し、かつ、当社が他の電気通信事業者から提供を受け

る電気通信設備を通じてインターネット接続網に接続することにより通信を提供

する電気通信サービスで、主に、画像、音声を中継するために提供するサービス 

 
（以下略） 
 
 
 
 
 
 
 
 

（利用申込の方法） 
第14条 利用申込にあたっては、次に掲げる事項を記載した当社所定のSat-Qサービス申込書を当社に提出していただきま

す。 
(1) VSAT地球局設備の数及び常置場所 
(2) Sat-Qサービスの利用開始希望日 
(3) その他利用申込の内容を特定するための事項 

 
（以下略） 
 
（利用申込の承諾） 
第17条 当社は、利用申し込みが第3条第7項に定める事業者からなされた場合には、利用申込に対して、利用申込を受け

付けた順序に従い、次に掲げる事項について記載した当社所定の利用契約書の取り交わし又はこれに準じる承諾書の発行

をもって承諾します。ただし、第32条（利用回線の利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、第

46条（利用回線の修理又は復旧の順位）の表に掲げる順位に従って承諾することがあります。 
 

(1) VSAT地球局設備の数及び常置場所 
(2) Sat-Qサービスの利用開始日 
(3) その他利用契約の内容を特定するための事項 

 
（以下略） 

 
附   則 
（実施期日） 
この約款は、令和5年2月1日から実施します。 


